
20.  7.  1
　
　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

20
（
国
保
税
）
納
税
通
知
書
を
7
月

　

日
（
火
）
に
発
送
し
ま
す
。

15
　

納
付
書
や
口
座
振
替
の
方
法

（
普
通
徴
収
）
で
納
付
い
た
だ
く

方
は
、
7
月
〜　

年
3
月
の
9
回

21

の
納
期
に
な
り
ま
す
（
左
表
参
照
）。

　

第
1
期
の
納
期
限
は
7
月　

日
31

（
木
）
で
す
。
納
め
忘
れ
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
の
対
象

に
な
る
方
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
世

帯
内
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

の
被
保
険
者
全
員
が
、
世
帯
主
の

方
も
含
め
て
全
員　

歳
〜　

歳
の

65

74

世
帯
の
世
帯
主
の
方
を
対
象
に
、

国
保
税
を
年
金
か
ら
お
支
払
い
い

た
だ
く
仕
組
み
を
新
た
に
設
け
、

　

月
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
実

10施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
、長
寿
医
療
制
度（
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
）
と
同
様
、

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

①
対
象
と
な
る
年
金
が
年
額　
18

万
円
未
満
の
場
合
②
介
護
保
険
料

の
天
引
き
と
合
わ
せ
た
額
が
、
年

金
額
の
2
分
の
1
を
超
え
る
場
合

③
世
帯
主
が
年
度
途
中
で　

歳
と

75

な
る
場
合

　

こ
の
場
合
の
納
付
は
、
今
ま
で

通
り
9
回
の
納
期
（
普
通
徴
収
）

で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
　

月
か
ら
特
別
徴
収
に
な
る
方

10
に
も
、
7
〜
9
月
は
普
通
徴
収
に

よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
な
お
、

別
途
特
別
徴
収
の
通
知
書
も
送
付

し
ま
す
。

　

年
度
国
保
税
率
等

２０を
改
定
し
ま
し
た

（
医
療
分
・
後
期

高
齢
者
支
援
分
）

　

広
報
5
月　

日
号
で
お
知
ら
せ

15

し
ま
し
た
通
り
、
長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の
創

設
に
伴
い
、
従
来
の
医
療
分
が
、

医
療
分
・
後
期
高
齢
者
支
援
分（
支

援
分
）
の
2
区
分
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
次
の
通
り
税
率
等

を
改
定
し
ま
し
た
。

　

※
介
護
分
の
税
率
等
の
改
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。

税

率

等

が

改

定 

さ

れ

る

部

分

　
《
応
能
割
》‥
負
担
能
力
に
応
じ

て
算
出
さ
れ
る
税

　

◎
医
療
分
に
係
る
税
率
等

　

・
所
得
割
税
率
…
4
・　

㌫→

30

3
・　

㌫
15

　

・
資
産
割
税
率
…　

・　

㌫→

16

00

　

・　

㌫

12

80

　小・中学校では、保護者の皆さんから

納入される学校給食費で安全な食材を

購入し、栄養や衛生的な調理を行い、児

童・生徒へ栄養バランスのとれた学校給

食を提供しています。

　学校給食費は納め忘れがないよう、納

入にご協力をお願いします。

　なお、事情で納入が困難な場合には、在学する各小・中学校

の校長および副校長、担任教師、栄養士（中学校は学務課内栄

養士）へご相談ください。

　詳しくは学務課保健給食係�４７０・７７７９へ。

円→

６
０
０
０
円

　

・
賦
課
限
度
額
…　

万
円→

　

５６

４７

万
円

　

◎
支
援
分
に
係
る
応
益
割

　

・
均
等
割
額
…
８
２
０
０
円

（
新
設
）

　

・
平
等
割
額
…
１
２
０
０
円

（
新
設
）

　

・
賦
課
限
度
額
…　

万
円
（
新

１２

設
）

　

※
改
定
に
当
た
り
、
国
民
健
康

　

◎
支
援
分
に
係
る
税
率
等

　

・
所
得
割
税
率
…
1
・　

㌫（
新

15

設
）　

　

・
資
産
割
税
率
…
３
・　

㌫（
新

２０

設
）

　
《
応
益
割
》‥
受
益
者
負
担
の
意

味
合
い
か
ら
負
担
い
た
だ
く
税

　

◎
医
療
分
に
係
る
応
益
割

　

・
均
等
割
額
…
２
万
７
８
０
０

円→

２
万
３
１
０
０
円

　

・
平
等
割
額
…
１
万
１
０
０
０

保
険
運
営
協
議
会
に
諮
問
し
、
改

定
の
必
要
性
や
内
容
等
を
審
議
・

検
討
さ
れ
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
答
申
を
受
け
て
、
３
月
に
開

か
れ
た
第
１
回
定
例
市
議
会
に
国

民
健
康
保
険
税
条
例
の
全
部
を
改

正
す
る
条
例
案
を
提
案
し
、
原
案

通
り
に
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係�
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

　

個
人
情
報
の
開
示
請
求
お
よ
び

訂
正
請
求
の
処
理
状
況
は
、
請
求

件
数　

件
、
開
示
決
定
件
数
8
件
、

16

一
部
開
示
決
定
2
件
、
非
開
示
決

定
0
件
、
不
存
在
6
件
、
取
下
げ

0
件
で
、
訂
正
請
求
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
開
示
請
求
等
に
対
す
る

決
定
に
つ
い
て
の
不
服
申
し
立

て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

詳
し
く
は
企
画
経
営
室
総
務

課
法
務
・
文
書
担
当�
4
7
0
・

7
7
1
4
へ
。

　

市
で
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
個
人

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
に
東
久
留
米
市
個
人

情
報
保
護
条
例
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
　

年
度
の
運
用
状
況
は
、
次
の

19
通
り
で
す
。

金
割
合
お
よ
び
自
己
負
担
限
度
額

が
変
わ
ら
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
で
そ
の
ま
ま
受
診
が

で
き
ま
す
の
で
、
新
し
い
被
保
険

者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
は
送
付
し

ま
せ
ん
。

一
部
負
担
金
割
合 

等
の
軽
減
の
申
請
書 

を

送

付

し

ま

す

　

判
定
に
よ
り
、
一
部
負
担
金
割

合
が
3
割
で
も
、
世
帯
収
入
基
準

に
基
づ
き
1
割
負
担
と
な
る
場
合

の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、「
ご
案

内
」
と
一
緒
に
一
部
負
担
金
割
合

等
を
軽
減
す
る
申
請
書
（
基
準
収

入
額
適
用
申
請
書
）
を
送
付
し
ま

す
。

　
　

歳
〜　

歳
の
方
に
は
、
被
保

70

74

険
者
証
に
一
部
負
担
金
割
合
（
1

割
ま
た
は
3
割
）
が
表
記
さ
れ
て

い
る
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
（
以
下
、
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
）」を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

一
部
負
担
金
割
合
は
、前
年（
1

月
〜
7
月
の
間
は
前
々
年
）
の
課

税
所
得
を
基
に
毎
年
8
月
に
更
新

さ
れ
ま
す
。　

年
度
の
住
民
税
課

20

税
所
得
に
基
づ
い
て
判
定
し
た
一

部
負
担
金
割
合
を
記
載
し
た
新
し

い
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証

を
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
判
定
に
よ
り
一
部
負
担

　

次
の
事
項
で
お
困
り
の
方
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で

難
し
い
手
続
き
も
あ
り
ま
せ
ん
。

相
談
内
容
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 　

主
催
は
東
京
法
務
局
、
東
京
都

人
権
擁
護
委
員
協
議
会
、
東
京
都

子
ど
も
人
権
専
門
委
員
会
。

　

①
公
正
証
書
関
係
（
遺
言
、
契

約
な
ど
の
公
証
事
務
一
般
に
関
す

る
も
の
）

　

②
人
権
問
題
（
近
隣
関
係
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
な
ど
）

　

③
子
ど
も
人
権
問
題
（
い
じ
め
、

体
罰
、
不
登
校
な
ど
）

　
【
日
時
】
７
月
８
日
（
火
）・
９

日
（
水
）
午
前　

時
〜
午
後
４
時

１０

（
受
け
付
け
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
【
会
場
】　

西
武
百
貨

店
７
階
「
く

ら
し
の
相

談
コ
ー
ナ

ー
」（
西
武
池

袋
線
池
袋
駅
す
ぐ
）

　
【
相
談
担
当
者
】　

東
京
法
務
局

所
属
公
証
人
、
東
京
都
人
権
擁
護

委
員
協
議
会
所
属
人
権
擁
護
員
、

東
京
都
子
ど
も
人
権
専
門
委
員
、

東
京
法
務
局
職
員

　

詳
し
く
は
東
京
法
務
局
人
権
擁

護
部
第
３
課�
　

・
５
６
８
９
・

０３

０
５
２
７
へ
。

　

ひ
ば
り
が
丘
団
地
の
建
て
替
え

に
伴
い
、
一
団
地
の
住
宅
施
設
の

廃
止
、
ひ
ば
り
が
丘
地
区
地
区
計

画
を
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
次
の

通
り
関
係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

　
【
縦
覧
す
る
都
市
計
画
図
書
】①

東
村
山
都
市
計
画
及
び
西
東
京
都

市
計
画
一
団
地
の
住
宅
施
設
の
廃

止
（
東
京
都
決
定
）
②
東
村
山
都

市
計
画
ひ
ば
り
が
丘
地
区
地
区
計

画
（
東
久
留
米
市
決
定
）

　
【
縦
覧
場
所
】
市
都
市
計
画
課

（
市
役
所
5
階
）
お
よ
び
都
都
市

整
備
局
都
市
計
画
課
（
都
庁
第
二

本
庁
舎　

階
）
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詳
し
く
は
市
都
市
計
画
課�
4

7
0
・
7
7
6
8
へ
。

　

左
表
の
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、

同
封
し
た
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
、
収
入
が
確
認
で
き
る

も
の
（
確
定
申
告
書
の
控
え
、
源

泉
徴
収
票
等
）
を
持
参
し
て
、
保

険
年
金
課
国
保
年
金
資
格
係
（
市

役
所
1
階
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
が
認
め
ら
れ
る
と
翌
月

か
ら
1
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
係�
4
7
0
・
7

7
3
2
へ
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
知

る
権
利
を
保
障
し
、
市
の
諸
活
動

を
説
明
す
る
責
任
を
全
う
す
る
た

め
、
東
久
留
米
市
情
報
公
開
条
例

を
定
め
て

い
ま
す
。

　
　

年
度

19
の
利
用
状

況
は
、
次

の
通
り
で

す
。

　

公
文
書
の
開
示
請
求
は　

件
あ

54

り
ま
し
た
。

　

そ
の
内
訳
は
、
開
示
し
た
も
の

が　

件
、
非
開
示
と
し
た
も
の
が

13
3
件
、
一
部
開
示
し
た
も
の
が　
28

件
、
文
書
不
存
在
と
し
た
も
の
が

8
件
、
取
り
下
げ
が
2
件
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
企
画
経
営
室
総
務
課

法
務
・
文
書
担
当�
4
7
0
・
7

7
1
4
へ
。

年
度
国
民
健
康
保
険
税

　

年
度
国
民
健
康
保
険
税

２０２０
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

１９年度

個人情報保護
制度の運用状況

　

年
度

１９情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況

２０年度国民健康保険税
納期一覧

納 期 日納　期　日区 分区　分

７月３１日（木）１期

９月１日（月）２期

９月３０日（火）３期

１０月３１日（金）４期

１２月１日（月）５期

１２月２５日（木）６期

２１年２月２日（月）７期

２１年３月２日（月）８期

２１年３月２５日（水）９期

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼

高
齢
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

高
齢
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

公
証
相
談
、
人
権
・
子
ど
も
人
権

相
談
所
を
開
設
し
ま
す学 校 給 食 費 の 納 め学 校 給 食 費 の 納 め

忘れはありませんか忘れはありませんか

２０年度高齢受給者証判定基準

判定対象になる方は７０歳から７５歳未満で被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方です

申請による再判定に申請による再判定に
より変更となるものより変更となるもの

申申請による請による
再判定の基準再判定の基準

一部負担金割一部負担金割
合の当初判定合の当初判定

課税所得金額課税所得金額
（※１）（※１）

一部負担金割合が１割になります
（申請がない場合は３割と判定）。

収入３８３万円未満（判定対
象者が２人以上の場合は
５２０万円未満）

３割
判定対象者の中で
１４５万円以上の方が
１人でもいる場合

一部負担金割合の変更はありませ
んが、高額療養費の自己負担限度
額（※３）が「現役並み所得者」の区
分から「一般」並みに据え置かれま
す（※４）。

判定対象者が１人の場合
で、特定同一世帯所属者
（※２）の収入も含み、収
入が３８３万円以上５２０万円
未満

申請による変更はありません（自
己負担限度額は「現役並み所得者」
の区分です）。

上記以外の方

申請による変更はありません（自
己負担限度額は「一般」の区分で
す）。

住民税課税世帯

１割判定対象者全員が
１４５万円未満の場合

一部負担金割合の変更はありませ
んが、申請により高額療養費の自
己負担限度額等が下がる「限度額
適用・標準負担額減額認定証」が
交付されます。

住民税非課税世帯

※１　課税所得金額とは、住民税を計算する際の、所得金額から所得控除の合計を差し引いた課税標準額
のことです。
※２　特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に移行した方で、
国保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方のことです。
※３　自己負担限度額とは、７０歳から７５歳未満の前期高齢者の保険診療分の一部負担金の１カ月当たりの
上限額のことです。外来、調剤等の場合は、上限額を超えた支払いがあったとき、申請により上限を超
えた額が給付されます（原則、対象の方の世帯には申請書を送付します）。ただし、入院または在宅末期
医療総合診療の保険診療を受ける場合は保険医療機関等の窓口で、上限額までの支払いとなります。
※４　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）移行に伴い設けられた20年８月～22年７月の経過措置です。
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